【印刷物構成案(文字のみ)】
1 ポスター
8月・11月 いばらき働き方改革推進月間
ひとつ、働き方を変えてみよう
ノー残業デーや仕事の見直し、テレワークや時差出勤など、できることから取り組み
ましょう
　　詳しくは　あなたにエール　茨城　で検索！
　　主催　いばらき女性活躍・働き方応援協議会
　　　　　一般社団法人茨城県経営者協会、茨城県商工会議所連合会、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会茨城県連合会、茨城県社会保険労務士会、茨城労働局、茨城県

https://yell.pref.ibaraki.jp/index.html
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2 リーフレット
(1) 1ページ目 (ポスターと同じデザイン)
8月・11月 いばらき働き方改革推進月間
ひとつ、働き方を変えてみよう
ノー残業デーや仕事の見直し、テレワークや時差出勤など、できることから取り組み
ましょう

　　詳しくは　あなたにエール　茨城　で検索！
　　主催　いばらき女性活躍・働き方応援協議会
　　　　　一般社団法人茨城県経営者協会、茨城県商工会議所連合会、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会茨城県連合会、茨城県社会保険労務士会、茨城労働局、茨城県
https://yell.pref.ibaraki.jp/index.html
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 (2) 2から3ページ目
いばらき働き方改革推進月間
8月と11月は｢いばらき働き方改革推進月間｣です。ノー残業デーやテレワーク、時差出勤の実施など、働きやすい職場づくりに向けて、できるところから取り組みましょう。
「働き方改革」とは？
これまでの仕事の進め方や働き方を見直し、生産性向上を図りながら｢働きやすい職場環境の実現｣を目指すため、業務の効率化等による所定外労働時間の削減、休暇取得の促進などに取り組むことです。働き方改革に取り組むことで、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現にもつながります。

「働き方改革」に取り組むと何のメリットがあるの？
　　　適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大や企業の成長・発展につなげることができます。
　　　新しい働き方・休み方が始まっています。
　　　新しい生活様式のためには、新しい働き方と休み方が求められます。時差出勤には、始業･終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。新しい働き方・休み方を実践し、魅力ある職場づくりに取り組みましょう。
【厚生労働省働き方改革支援サイト】
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各社の取組例
　茨城県では、多様な働き方が可能な労働環境の整備や生産性向上に積極的に取り組む、
企業を紹介いたします。
株式会社〇〇〇〇 (業種)
① 主な取り組み等 (100字程度)
② 取り組みによる成果 (50字程度)
※3～5事例紹介予定

 (3) 4ページ目

茨城県働き方改革優良（推進）企業認定制度のご案内
　茨城県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりに向けて、｢働き方改革｣に積極的に取り組む企業、取組が優れた企業を認定しております。

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍などの働き方改革に取り組む企業が、人材を確保しやすい環境となるように支援します。認定の流れや申請方法など、詳細は県労働政策課ホームページをご覧ください。優良企業の認定を受けて、会社の魅力を広くアピールしてみませんか。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb/nintei.html
いばらき女性活躍・応援協議会会員募集のご案内
　　茨城県では、企業、関係団体、行政が一体となって男女が多様な働き方を実現できる環境づくりを進めるとともに、誰もが働きがいを実感できる職場環境や、女性が輝く社会の実現を目指して｢いばらき女性活躍・働き方応援協議会｣を運営しています。
本協議会の趣旨に賛同いただける企業の皆様からのご応募をお待ちしています。

https://yell.pref.ibaraki.jp/council/recruitment_application.html
専門家による無料相談窓口

〇茨城働き方改革推進支援センター (茨城労働局委託事業)
TEL：0120-971-728
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/ibaraki/
〇働き方・休み方改善コンサルタント (茨城労働局 雇用環境・均等室)
　TEL：029-277-8295
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyou_inf/kokin_hatarakiata_consultant_00001.html
〇茨城県よろず支援拠点 (水戸商工会議所内) ※経営に関する様々な相談

TEL：029-224-5339
https://ibaraki-yorozu.go.jp/about/
お問い合わせ先


茨城県産業戦略部労働政策課　労働経済・福祉グループ


〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6


TEL　029-301-3635　受付時間 9:00-17:15 [土日祝除く]


FAX　029-301-3649


E-mail　rosei1@pref.ibaraki.lg.jp


ホームページ　https://yell.pref.ibaraki.jp/


｢あなたにエール　茨城｣で検索！
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